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公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

一
　
参
議
院
議
員
の
定
数
の
削
減

　
１
　
参
議
院
議
員
の
定
数
を
二
百
五
十
二
人
か
ら
二
百
四
十
二
人
と
し
、
次
に
掲
げ
る
よ
う
に
削
減
す
る
こ
と
。

（
第
四
条
第
二
項
関
係
）

　
　
　
　
　
　
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
　
　
　
　
九
十
六
人
（
現
行
百
人
）

　
　
　
　
　
　
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

　
　
　
　
百
四
十
六
人
（
現
行
百
五
十
二
人
）

　
２
　
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
の
定
数
の
削
減
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
よ
う
に
削
減
す
る
こ
と
。

（
別
表
第
三
関
係
）

　
　
　
　
　
　
　
選
挙
区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
議
員
数

　
　
　
　
　
　
岡
　
山
　
県
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
人
（
現
行
四
人
）

　
　
　
　
　
　
熊
　
本
　
県
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
人
（
現
行
四
人
）

　
　
　
　
　
　
鹿
児
島
県

 
 
 
 
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
人
（
現
行
四
人
）

2

二
　
施
行
日
等
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
附
則
関
係
）

　
１
　
施
行
日

　
　
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

　
２
　
そ
の
他

　
　
　
改
正
後
の
公
職
選
挙
法
の
規
定
は
、
次
の
通
常
選
挙
か
ら
適
用
す
る
等
そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。


